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子どもの医療費助成制度を１８歳年度末まで拡充を求める意見書 

 地方自治法第１０９条第６項の規定に基づき、上記の議案を別紙のとお

り提出します。 
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子どもの医療費助成制度を１８歳年度末まで拡充を求める意見書 

 子ども医療費助成は、子育て支援の推進施策の大きな柱となっている。

子ども医療費助成を含む福祉医療制度は、愛知県民にとってかけがえのな

い優れた制度である。 

現在、子ども医療費助成制度をめぐり、愛知県内では入院・通院とも「中

学校卒業まで無料」は５３市町村（９８％）が実施している。さらに、入

院・通院とも「１８歳年度末まで無料」は岩倉市を含む３０市町村（５６％）

が実施し、入院の「１８歳年度末まで無料」は５１市町村（９４％）が実

施している。（令和５年８月１日時点、実施予定を含む） 

一方で、愛知県制度の対象範囲は平成２０年度以降改定されず、県内の

市町村の水準には大きな後れをとっている。この間、鳥取県や群馬県が県

制度として通院・入院とも１８歳年度末までの対象年齢引き上げ、自己負

担・所得制限なく窓口無料とすることを発表している。 

このように全国で対象拡大が進められる中、愛知県でも通院・入院とも

に１８歳年度末までの対象年齢引き上げが求められている。 

以上のことから、愛知県において、次の事項の改善を求める。 

１ 子ども医療費助成制度を１８歳年度末まで拡充すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
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